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第18回農林水産省生物多様性戦略検討会議事録（未定稿） 

 

１ 日 時：平成23年３月７日（月） １３：００～１５：００ 

２ 場 所：三田共用会議所 大会議室（Ｃ，Ｄ，Ｅ会議室） 

３ 出席者： 

（委員）林座長、あん・まくどなるど委員、宇根委員、合瀬委員、岡本委員、加藤委員、 

   櫻井委員、佐々木委員、竹内委員、浜本委員、三野委員、宮林委員、山根委員 

  （農林水産省）小栗技術総括審議官、雨宮環境兼生産局審議官、藤本経営局参事官、 

   近藤農村振興局農村環境課長、松田技術会議事務局研究総務官、津元林野庁森林整備 

部長、成子水産庁増殖推進部長、大友地球環境対策室長 

  

４ 議事内容 

○大友地球環境対策室長  林先生もおみえになりましたことですので、ただいまから第

18回農林水産省生物多様性戦略検討会を開催したいと思います。 

 私、今回初めて出席させていただきますけれども、２月１日付で前任の木内からかわり

まして、大友と申します。よろしくお願いいたします。 

 本日は、まず、前回の検討会から新たな委員となっていただき、前回ご欠席されました、

東京農業大学教授の宮林先生をご紹介したいと思います。 

 続きまして、本日の出席につきましてご報告いたします。本日は栗山委員と松田委員が

所用により欠席との連絡を受けております。委員の皆様には、お忙しいところ、日程を調

整いただき、誠にありがとうございます。 

 それでは初めに、小栗技術総括審議官から、開催に当たってごあいさつ申し上げます。 

○小栗技術総括審議官  皆さん、こんにちは。技術総括審議官の小栗でございます。本

日は寒く足元の悪い中、ご参集いただきまして、まことにありがとうございます。 

 本来でありますと、筒井副大臣がまいってごあいさつする予定でございましたが、あい

にく、昨日、きょうとまた事業仕分け、今回は規制仕分けが始まっておりまして、農水省

関係も午前中から議論されており、出席できませんので、私からかわりにごあいさつをさ

せていただきます。 

 今回の検討会におきましては、改めて申すまでもなく、昨年の生物多様性条約の締約国

会議、ＣＯＰ10を初めといたします最近の状況を踏まえまして、現行戦略の策定から状況

も大分変わってまいりましたので、農林水産省の生物多様性戦略を見直すということで、
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今回は骨子案についてご議論いただきたいと思っております。 

 ＣＯＰ10の関係でいいますと、昨年のＣＯＰ10／ＭＯＰ５のＭＯＰ５のほうの名古屋で

採択されました、いわゆるカルタヘナ議定書の責任と救済に関します補足議定書、名古屋

・クアラルンプール補足議定書の署名開放式典というのが本日ニューヨークで開催されて

おりまして、西郷課長はそちらに１泊３日の予定で行っておりますので、本日はあいにく

欠席させていただきますことをあわせて申し上げます。 

 きょうの検討でございますけれども、これまで２回、先生方からいただきましたご意見

も踏まえまして、事務局といたしまして見直しの方向につきます骨子案という形でお示し

いたしますので、この骨子案をたたき台といたしましてご議論いただければ幸いだと思っ

ております。 

 限られた時間でございますけれども、委員の先生方には忌憚ないご意見をお願いしたい

ということで、あいさつといたします。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

○大友地球環境対策室長  ありがとうございます。それでは、これから本日の議題に入

りたいと思います。 

 以降の議事の進行につきましては、林座長にお願いしたいと思います。よろしくお願い

します。 

○林座長  皆様、６、７分おくれまして大変ご迷惑をおかけいたしました。羽田の事情

が悪かったためで、本当に申しわけなく思います。 

 それでは、早速、本日の議題に入りたいと思いますが、議事の１番目、これはお手元に

ございますように、農林水産省生物多様性戦略見直し案（骨子案）についてでございます

が、大友室長からご説明いただきます。 

○大友地球環境対策室長  それでは、まず、資料の確認をさせていただきたいと思いま

す。 

 議事次第ということで１枚の紙がございます。それから、検討会の委員名簿が１枚の紙

でございます。それから、資料１と２と３。それから、参考資料一覧ということで、参考

資料が15個ついてワンセットになっているものがございます。 

 以上、もし落丁等ありましたら、事務局のほうにお申し出いただければと思います。 

 それから、本日の説明につきましては、私から資料１を全体を通して説明させていただ

きたいと思います。その後の質疑につきましては、この資料のⅠからⅢについてまとまっ

て質疑応答、それからⅣの１、２、３とそれぞれ質疑応答して、最後、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷに
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ついてまとめて質疑応答して、バランスよく議論してはいかがかと考えておりますので、

よろしくお願いいたしたいと思います。 

 それでは、資料１を私から説明させていただきます。Ａ３の横ということで、ちょっと

大きくなってしまって申しわけないのですけれども、これでご説明します。 

 今回提案する見直し案については、現行の戦略の基本的な組み立ては変更せずに、それ

ぞれの項目ごとに、これまでの動きを踏まえ加筆修正するということで資料を作っており

ます。また、見直しの方向性には、愛知決議だとか、この戦略ができた後の法制度の改正

とかいろいろ書いてありますけれども、主な事項につきましては先ほど申しました参考資

料のセットの中に入れておりますので、適宜ご覧いただければと思っております。ただし、

ちょっと時間がございませんので、参考資料の説明については省かさせていただきたいと

思います。 

 それでは、中身に入りたいと思います。まず１番目の「まえがき」です。現行戦略は平

成19年７月に決定されたものでございまして、生物多様性国家戦略の策定や食料・農業・

農村基本計画などにもこれが生かされているところでございますけれども、見直し案では、

これらの国家戦略や基本計画が改正されたことや、昨年のＣＯＰ10とかＭＯＰ５が開かれ、

名古屋議定書だとか名古屋・クアラルンプール補足議定書が締結される、それから例えば

生物多様性活動促進法、こういうものが制定されたことなど、その後の動きの変更などを

踏まえて「まえがき」については修正していきたいと思っております。 

 それから、Ⅱの農林水産業と生物多様性につきましては、現行戦略では生物多様性と農

林水産業の関係について全般的な説明をしている部分でございますけれども、必要に応じ

文言の適正化について検討したいと考えております。見直しの方向性が空欄になっている

ところではありますが、次のページ以降、幾つか空欄がございますけれども、見直しの方

向性については必要に応じ修正、加筆していきたいと考えております。 

 続きまして、Ⅲ、農林水産業における生物多様性に関する基本的な方針、その（１）生

物多様性保全をより重視した農林水産施策の推進というところでございます。ここにつき

ましては、現行では、生物多様性の保全を重視した視点を取り入れ、農林水産業の振興や

農山漁村の活性化を図るという書きっぷりになっておりますけれども、見直し案につきま

しては、参考資料の９にございますが、湿地システムとしての水田における生物多様性の

向上などを書きました農業の生物多様性に関するＣＯＰ10の決議、それから参考資料の４

に入れておりますが、生態系と生物多様性の経済的な評価に関する国際的なイニシアティ
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ブ、これは略してＴＥＥＢといっているようでございますが、この新たな視点について記

述したいと思っております。 

 また、参考１に載せておりますけれども、愛知目標の３にございます、多様性に関して

の負の影響を最小化または回避するための生物多様性に有害な奨励措置が廃止され、段階

的に廃止され、または改革され、多様性の保全及び持続可能な利用のための正の奨励措置

が策定という決議に基づき、そういう観点から総合的な支援対策のあり方について検討し

てはどうかと思っております。 

 それから、先ほど申しました生物多様性と経済的評価につきましては、また後ほど出て

きます。 

 それと、愛知目標11にあります、陸域及び内陸水域の17％、それから沿岸域・海域の10

％が保護区域として保全される、この考え方についても記述したいと考えております。た

だ、17％、10％につきましては世界で17％、10％ですので、日本でどういう数字にしてい

くのかとか、農林水産省だけではなくてほかの省庁も絡んできますので、どのように書い

ていくかというのは今のところまだ難しい点もございますが、できるだけ書き込んでいく

という方針にしたいと思っております。 

 （２）の国民各層に対する農林水産業及び生物多様性への理解の促進というところでご

ざいますが、ここにつきましては前回もご説明していると思いますけれども、今後開発さ

れる生物指標、先ほど申しました経済的評価、ＴＥＥＢ、それから生きものマーク、この

ようなものを活用して、わかりやすいデータ等に基づく説明をしたいと思っております。 

 それから、国産農産物を食べることや食べ残しなどによる食品のロスを減らすこと、そ

れから国産材製品を利用すること、これは木づかい運動ということで林野庁のほうでやっ

ているものですが、参考資料の５に載せております。これらを通じて地域の生態系、生物

多様性の保全に貢献することの理解を図ることについて記述を行いたいと思っております。 

 （３）の多様な主体による地域の創意工夫を活かした取り組みの推進ということで、現

行戦略の中でもＮＰＯとか企業などの多様な取り組みについて記載されていますけれども、

昨年12月に公布されました生物多様性保全活動促進法、こういう法律ができておりますが、

この法律はまさに多様な主体と連携して行う活動を一層推進するという法律でございます

ので、その趣旨を踏まえて記述していってはどうかと考えております。 

 続きまして、Ⅳの地域別の生物多様性の取り組みということで、３ページでございます。

１番の田園地域・里地里山の保全につきましては、昨年のＣＯＰ10で決議されましたＳＡ
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ＴＯＹＡＭＡイニシアティブに基づきまして、里山など２次的自然環境の形成や生物多様

性保全への貢献を追加記述してはどうかと考えております。 

 それから、その中の（１）の生物多様性をより重視した農業生産の推進につきましては、

現行では農薬とか化学肥料の適正な使用や有機農業を主に記述しておりますけれども、さ

らに愛知目標７にありますような、農業、養殖業、林業における地域が持続的に管理され

るという決議を踏まえまして、生物多様性をより重視した農業生産を一層推進する旨を書

き込んではどうかと。 

 それから、参考資料の７に載せてありますけれども、新たな環境保全型農業直接支払い

というものが始まりますので、そこについても書いてはいかがと。 

 それから、愛知目標９にあります、侵略的外来種とその定着経路が特定され、優先度の

高い種が制御されまたは根絶される、これを踏まえまして、例えば、農作物の受粉に用い

られるセイヨウオオマルハナバチの適正な管理、このようなことについて記述してはどう

かということでございます。 

 続きまして、４ページに移らせていただきます。（２）の生物多様性をより重視した土

づくりや施肥、防除等の推進というところですが、現行では土づくりや防除についての具

体的な記述をしていますけれども、先ほど申しました目標７にあります農業などの持続的

な管理を踏まえまして、生物多様性をより重視した土づくりや施肥、防除の一層の推進と

いう観点から記述してはどうかと思っております。 

 （３）の鳥獣被害を軽減するための里地里山の整備・保全の推進。これは参考資料の８

にございますが、鳥獣被害防止特措法という法律が制定されておりますので、これに基づ

く地域の被害防止のための体制づくりの推進や、特に近年、多様性の脅威となっておりま

すシカの被害、これらも含め記述してはどうかと思っております。 

 それから、先ほどもご説明しました外来種の問題も踏まえ、外来動物の駆除等について

の記述も追加してはどうかと思っております。 

 （４）水田や水路、ため池等の水と生態系のネットワークの保全の推進につきましては、

先ほども申しましたＣＯＰ10の農業の生物多様性決議を踏まえまして、生物の生息・生育

環境及び移動経路として重要な役割を果たしている水田、水路等の保全や整備、それから

水田魚道の適切な配置などによる水と生態系のネットワークの確保、それに伴って広がる

生物の生息域から受ける恵みの把握・保全などの生物多様性に配慮した取り組みの一層の

推進という観点から記述をしてはいかがかと考えております。 
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 続きまして、５ページに移ります。（５）の農村環境の保全・利用と地域資源活用によ

る農業振興ということで、これも先ほどご説明しました目標７に基づきまして、それから

多様性保全活動促進法、これらの制定を踏まえまして、集落ぐるみの活動や企業を初めと

する地域の多様な主体が連携して行う活動の一層の推進という記述をしてはいかがかと思

っております。 

 それから、先ほども申しました農業の生物多様性の決議により、ラムサール条約におけ

る水田決議が再認識されたということ、それと世界重要農業資産システム、ＧＩＡＨＳと

いっておりますが、参考10に載せております。これらのシステムを活用した国内の生物多

様性保全の取り組みの一層の推進について記述してはいかがかと考えております。 

 続きまして、（６）につきましては、絶滅危惧種の絶滅及び減少が防止されるという愛

知目標12を踏まえまして、環境保全型農業の推進による希少な生物の生息生育環境の一層

の推進について記述してはどうかと考えております。 

 続きまして、６ページになります。８番目の里山林の整備・保全・利用活動の推進。こ

こにつきましても、生物多様性保全活動促進法の制定に伴う多様な主体の連携による活動

の一層の推進という観点を入れてはどうかと思っております。 

 それから、２の森林保全、（１）多様な森林づくりの推進ということで、林野庁のほう

で有識者の検討会を開き、平成21年７月にまとめました、森林における生物多様性保全の

推進方策検討会の結果、これは参考の11に載せております。これを踏まえまして、多様な

森林づくりを一層推進するということを記述してはどうかと考えております。 

 （５）でございますが、これは表題が若干変わっておりますけれども、森林計画等を踏

まえたという言葉を表題に入れまして、森林計画等を踏まえた施業現場における生物多様

性への配慮ということで、先ほども申しております愛知目標７と森林・林業再生プランに

基づく森林計画での生物多様性の対応策を明確化するという方向性について記述してはど

うかということで、森林・林業再生プランにつきましては参考12で載せております。 

 それから、同じ再生プランの中にあるフォレスター等人材育成についても記述してはど

うかと。 

 （６）の国民参加の森林づくりと森林の多様な利用の推進ということで、何度も出てお

りますけれども、多様性保全活動促進法の制定に伴う、多様な主体が連携して行う活動の

一層の推進という観点を入れてはどうかと。 

 それから、７番目も（６）と同じでございます。 
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 ８番目についても、森林・林業再生プランで木材自給率を目標としておりますので、そ

れを目指した国産材の需要拡大について記述してはどうかと。 

 （９）の保護林や緑の回廊につきましては、愛知目標５にあります、森林を含む自然生

息地の損失の速度が半減し、劣化と分断が顕著に減少するという目標を踏まえまして、緑

の回廊や生態系ネットワークの充実について記述してはどうかと考えております。 

 続きまして、飛びまして９ページに行きたいと思います。ここにつきましては水産関係

でございますけれども、９ページの水産の（４）の生物多様性に配慮した海洋生物資源の

保全・管理の推進。先ほども若干触れましたけれども、愛知目標11にある、陸域・内陸水

域の17％、それから沿岸域・海域の10％が保護区として保全されるということにつきまし

て、海洋保護区を含む海域の特性に関する科学的知見を踏まえた海洋生態系の保全の推進

について記述できないかと思っております。 

 それから、愛知目標10にあります、サンゴ礁等脆弱な生態系に対する人為的圧力を最小

化し、その健全性と機能を維持する、この目標を踏まえまして、北西太平洋における生態

系の調査及び脆弱生態系保護のための国際的な取り組みについて記述してはどうかと考え

ております。 

 続きまして、10ページに移ります。（５）の資源管理の一層の推進となっておりますが、

ここも表題が若干変わりまして、以前は資源管理の一層の推進とポスト資源回復計画の導

入と書いておりますけれども、ポスト資源回復計画につきましては、右にありますように、

資源管理計画体制ができましたので、それを削除しておりまして、見直し案の方向性では、

愛知目標６にあります、水産資源が持続的に管理され、過剰漁獲が避けられる、この目標

を踏まえまして、資源管理の一層の推進を記述するとともに、資源管理指針、資源管理計

画体制の創設に伴い、ポスト資源回復計画の記述を資源管理指針、資源管理計画の記述に

直していくと。これは内容について参考13に載せてございます。 

 （６）の生物多様性に配慮した増殖と持続的な養殖生産及び内水面の保全の推進という

項目につきましては、目標７を踏まえた養殖漁場や内水面の生物多様性の保全に一層取り

組むということを記述。 

 それから、生態系に配慮した増養殖技術について、より具体的にわかりやすく記述する

と。 

 それから、目標９にあります外来種問題を踏まえて、外来魚の駆除、これらについても

観点を入れていくというように考えております。 
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 ８番目の野生生物による漁業被害防止対策の推進。これにつきましても、まだまだいろ

いろ被害がございますので、被害の現状と取り組みについて、より具体的にわかりやすく

記述してはどうかと考えております。 

 それから、Ⅵの遺伝資源の保全と持続可能な利用の推進、そのうちの（１）農林水産業

にとって有用な遺伝資源の保全と持続可能な利用の推進ですが、これはまさに昨年のＣＯ

Ｐ10で締結されましたＡＢＳの名古屋議定書、それから、ちょっと古いのですが、2004年

でしたか、植物遺伝資源条約、ＩＴＰＧＲといっていますけれども、主に農作物の遺伝資

源の多国間取引についての条約ですが、これは日本についてはまだ加盟しておりませんの

で、これらについての今後の対応や、遺伝資源の開発・利用についての我が国の戦略につ

いて検討してはどうかという記述を加えたいと思います。 

 （２）ですけれども、遺伝子組み換え農作物等の規制による我が国の生物多様性の確保

ということで、これにつきましても昨年のＭＯＰ５の決定によります名古屋・クアラルン

プール補足議定書、それからカルタヘナ議定書戦略計画、これらを踏まえた対応について

記述したいと思っております。なお、名古屋議定書と名古屋・クアラルンプール補足議定

書につきましては、今後、署名、批准について検討していくこととなりますけれども、現

在、署名につきまして関係省庁と連絡会議を開いておりまして、その辺の進捗状況も踏ま

え書いていきたいと考えております。 

 12ページに移りまして、Ⅶ、農林水産分野における地球環境保全への貢献につきまして

は、参考15に載せておりますけれども、今年中といわれていますが、今後設立されますＩ

ＰＢＥＳ、生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォームとい

う、国際的な専門家による生物多様性について議論するプラットフォームに我が国の専門

家を派遣するなど、国際貢献の推進について記述したいと考えております。 

 それから、Ⅷの農林水産業の生物多様性の評価手法の開発及びその活用の促進というこ

とで、１、２、同じように書いてありますけれども、現在、我が省のほうで開発を検討し

ております生物指標の活用をどう推進するか、この辺についての記述を新たにここに追加

してはいかがかと。 

 それから、２番目に、先ほど何度もご説明したＣＯＰ10におけるＴＥＥＢ、生態系サー

ビスと生物多様性に関する経済学に関する議論を踏まえ、生物多様性保全面からみた農林

水産業や農山漁村地域の経済的評価に関する事例調査だとか、日本の農林水産業の実情に

適した評価手法の検討、開発、それからこれに基づく民間による支援の導入方法について
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記述してはどうかと考えております。 

 一応資料１につきましては以上でございます。 

○林座長  ありがとうございました。それでは、これから委員の皆様からご意見、ある

いはご質問も含めていただきたいと思うのですが、全体非常に大きな構成になっています

ので、５つぐらいに分けてご意見をいただきたいと思います。 

 資料１の１ページ目の「まえがき」、そして農林水産業と生物多様性、そして２ページ

目、Ⅲ、農林水産業における生物多様性に関する基本的な方針というように来ております

が、３ページ目の（４）の農林水産業を通じた地球環境の保全への貢献というところまで、

まず最初にご意見をいただきたいと思います。Ⅳ、地域別の生物多様性保全の取り組みに

ついては、次のパートでご質問、ご意見をいただくことにいたしますが、１ページと２ペ

ージの部分です。宇根委員からどうぞ。 

○宇根委員  まず、最初の「まえがき」のところです。この前もいいましたけれども、

内容は異論はないのですが、せっかくだから農水省の三原則を明快に表示したらどうでし

ょうか。第１原則は、農林水産業が生物多様性を生み出しているのだ。第２原則は、農林

水産業はその生物多様性によって支えられているのだ。第３原則は、だから農林水産業は

生物多様性を守らなければならないのだときちんと宣言するというのを明確な形で出した

らインパクトが大きいような気がします。それが１つ。 

 次にⅡですけれども、最近、生物多様性の議論をずっと聞いていても、文化的な側面と

か関係性、結構そっちのほうから浸透していっているような感じがしますので、赤トンボ、

メダカに限らず、そういった文化的な価値として、あるいは人間と自然との関係の１つの

アプローチの仕方として、生物多様性、農業というのは大きな役割を今後とも果たすとい

うか再評価されていくだろうみたいな、ここをもう少し詳しく書いたらどうでしょうか。 

 それから、Ⅲですけれども、これは私の素人の考えですが、保護地域というのを設定し

ますよね。できれば、いわゆる環境省がいうような保護地域ではなくて、農林水産業の新

しい定義みたいにして、私の本音をいえば、日本の水田は全部、生物多様性の保全地域に

していくのだというぐらいの気概を示していく。そのための方法はいろいろ議論しないと

いけないけれども、１つは、一定の基準をクリアしたところに対しては環境支払いをやっ

ていくのだと。それによって、ＴＰＰに参加するかどうかは別にして、あるいはＦＴＡと

かＷＴＯのいろいろな圧力が今後もっとかかってくるわけですから、いわゆる関税にかわ

る新しい精神的な国境、政策的な国境の措置を政策として立案していく。そのために生物
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多様性というのをできるだけ利用しながら農業を守っていくというように、何かその辺を

書き込めないかなというのが私の提案です。 

 以上です。 

○林座長  ありがとうございました。ほかの委員の方、ご意見いかがですか。佐々木委

員、どうぞ。 

○佐々木委員  基本的には必要最小限の範囲でプラスしていくのかなという気がしたの

ですが、現行の戦略を立てて、今、それを推進しているという基本的な立場だと思うので

す。見直しはそれでいいと思うのですけれども、私どもは現場で農村にいて、現行戦略が

このまま本当に生かされて施策がやられるかどうなのかという不安が１つはあるわけでし

て、そんな中で、宇根さんがおっしゃったように、見直し案の中でより力強い方針を組む

ということは私たちも非常に期待しているところです。 

 ですから、基本的にはこの見直し案の方向性で私はいいと思うのですけれども、お願い

するとすれば、２ページの国民各層に対する農林水産業及び生物多様性への理解の促進、

この面で今、生物指標の検討などがされているわけです。これらなどは具体的にいつ、ど

んな形で出てくるのかなと期待しているのですが、１つは質問になるのですけれども、生

き物指標は具体的にどう進んでいて、どのように具体化されていくのか、お聞きしておき

たいと思いますし、生きものマークなどは少しずつ広がっておりますので、生産の現場も

さることながら、（２）の国民各層に広げるという視点を大事にしたいなと思っています

ので、指標の取り組み状況などについてお聞かせいただきたいと思います。 

○林座長  ありがとうございました。このご質問に対するお答えはどうしますか。まと

めて最後にしますか、それとも今お答えいただきますか。 

○大友地球環境対策室長  では、今、答えさせていただきます。今、省内の技術会議事

務局と林野庁と水産庁でそれぞれ事業を起こして、生物指標の関係の整理を行っています。

あと２年間、23年度と24年度、２年かけた上で成果を出すと聞いておりまして、その後、

具体的な利用方法についても検討していくと聞いております。 

○林座長  生きものマーク等はいかがですか。 

○大友地球環境対策室長  生きものマークにつきましては、昨年に事業として終わって

いまして、具体的な予算をつけて何かやっているというわけでなくて、いろいろな機会を

とらえて生きものマークの宣伝はしているという状況でございます。 

○佐々木委員  関連していいですか。 
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○林座長  どうぞ。 

○佐々木委員  指標の中間的な行事は何かやっているみたいですけれども、具体的には

２年を経過して利用方法についてなども具体化するということです。私たちからみれば２

年という、長いのか短いのか、もちろん正しい指標をつくらなければならないということ

はあるのだと思うのですけれども、それらの中間的な報告などを出すということはないの

かどうかをちょっとお聞きしておきたいと思います。 

○林座長  どこからやるかですけれども、技術会議のほうで今その検討はしているので

すが、どこに向かってどういう形で中間的な公表をするかという検討はまだしていないと

思うのですが、どうですか。総務官。 

○松田技術会議事務局研究総務官  全体的な指標は水産と林野のほうとまとめてつくる

ということになっていますけれども、技術会議でつくっているのは農業に関するものの世

界で、生物多様性の指標となり、かつ農薬を少なくして環境保全型の農業を営むことがで

きるように、害虫や天敵といった農業にとって有用であり、かつ生物多様性においても指

標となる生物を選定するという考え方でやっています。 

 今、そういう観点から延べ 200種程度を選抜しておりますけれども、今後は、この中で

どういうものが有効かということをさらに絞り込むという作業をやろうとしています。１

つは、全国的な観点から有用な生物、また地域ごとに有用な生物が分かれてくると考えて

おりまして、この生物の選抜と生物指標の標準的な評価手法を23年度中に開発するという

方針で研究を進めているところです。 

○林座長  特にこれについては中間まとめみたいな形で公表することは考えていないの

ですか。 

○松田技術会議事務局研究総務官  今までも研究の成果として出たものについては適宜、

その都度公表しております。プロジェクトの発表会という形でもやっておりますが、こう

いう形で毎年度、事業の成果、プロジェクトの成果として発表していきたいと考えており

ます。 

○林座長  よろしいですか。 

○佐々木委員  はい。 

○林座長  あん・まくどなるど委員。 

○まくどなるど委員  ２ページのところなのですけれども、生物多様性保全をより重視

した農林水産施策のところで、沿岸域・海域の保護地区についてというものがあるのです
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が、現行戦略の中でどのように書いていいかどうかというアイデアは正直いって恥ずかし

ながら今ないのですが、しかし、ＭＰＡ論を聞くとどうも欧米型で、日本型のものを出し

ていってもいいのではないかと思います。こういうものを機会にして、環境省が進めてい

くＭＰＡもあるのですが、しかし、日本独自の特徴は、漁民がみずから禁漁区を設けたり

していて、数でいうとそれがすごく多いのです。そういうものを認識していない国民の人

たちもいれば、沿岸海域の日本流のＭＰＡのものをここでもう少し入れていってもいいの

ではないかと思います。全体像を把握していくためにもいいチャンスなのではないかと思

います。東京大学の八木先生がこういう資料をいっぱいつくっていますので、そういうも

のをちょっと入れていってもいいのではないかと思います。 

○林座長  いかがでしょう。どうぞ。 

○成子水産庁増殖推進部長  水産庁でございます。今おっしゃられましたとおり、欧米

型の保護区ではなくて、日本型海洋保護区という概念で我々は名古屋会議にも臨みました

し、環境省ともいろいろ折衝しているところでございます。やはり環境省でも里海という

概念をもっておられますので、したがって、今ご指摘のとおり、漁業者が手を加えること

によって里海を守っていくという、これが日本型海洋保護区であるという主張を私どもは

やっておりますので、その主張はしっかりと盛り込んでいきたいと思っております。 

○林座長  ありがとうございました。ほかによろしいですか。三野委員。 

○三野委員  ただいまいろいろご説明いただきまして大変ありがとうございました。私

自身は戦略と戦術がどうも聞き分けられていない、ちょっと重なっているところがあって、

戦略というものになりますと、やはり宇根委員がおっしゃったように、１つは多様性保全

と、もう１つは農業の振興、農村の活性化のために多様性をいかに活用していくかという、

２つの大きな農水の戦略の特徴があると思うのです。環境省などの場合だったら確かに保

全戦略ですけれども、ここは保全というのも入っていないわけですし、やはり保全に加え

て有効な活用というのを少し農林業、戦略を整理すると戦略性が明確になってくるのでは

いか、そんなふうにと感じました。これは感想だけです。 

○林座長  ありがとうございました。櫻井委員、どうぞ。 

○櫻井委員  前回のときも申し上げましたけれども、それからいつもこういうのをみて

感じているのが、結局、農業の多様性の話に特化しているところがかなりある。先ほど宇

根委員もそうだったのですけれども、農業をやっているから多様性があるのだ、では農業

をやっていないと多様性がないのかというと、そうではなくて、気候に応じ、その場所に
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応じ、温度に応じ、生物多様性ができ上がっているのです。ところが、農業というのは、

人間が生きていかなければいけないし、その多様性は何かというと、人の生活を確保する

農業生産、あるいは水の確保に大事な多様性だという切り分けがあると思うのです。です

から、その部分も入れてもらうようにしたほうがいいのではないか。 

 特に林野庁関係のところですと、国土の４割くらいの天然林をもっていますけれども、

これはほっておけばほっておいただけで十分多様性を確保している、そういう原生の日本

があるのだぞというのを、それは林業をしていないからだめではないかという話ではなく

て、あることがまず大事で、そこのところから自然界における多様性を損なわない形での

林業なり農業なり、どうもっていくのだ、どこまではいいよと。ただ、そこを化学物質を

使って本当に違うものにしてしまうのは、実は人間の生存によくないのではないか。そう

いう視点を入れておいてもらいたいという、つまり人間活動でできた多様性ばかりを大事

にするのではないのではないかということを記述していただきたいと思います。 

○林座長  ありがとうございます。これは非常に重要なポイントですね。岡本委員も手

を挙げられましたね。 

○岡本委員  ここだけに限らないのですけれども、国民各層に対する理解の促進とか、

多様な主体による何とかという書き方があちらこちらでされていますが、とても難しいこ

とかなと思っています。というのは、例えば今までは農林水産業に対して拒否的な感覚を

もっている方も、それを情緒面でとらえる普通の人たちも、金額換算するよう数値的なも

のがないと納得し得ない立場の方だとか、いろいろな方がいらっしゃいます。それぞれに

欲しい情報がもらえるような形、そのような情報の出し方をしていただけるとありがたい

なと思います。もちろんこの戦略だけで書き切れるとは思いませんが。 

 というのは、情緒的なものだけで動ける、例えばＮＰＯとかだったらそれはそれでいい

のですけれども、そうではなくて企業とか大学とかを絡めたいと思ったら、情緒的なこと

だけやっていてもだめなところはかなりありますので、そういうところにも説明できるよ

うなものが欲しいと思います。 

 以上です。 

○林座長  ありがとうございました。今度の改定は、前回からその後に起きた、例えば

ＣＯＰ10が一番典型的ですけれども、ＴＥＥＢなどもそうですね。ＴＥＥＢは今おっしゃ

ったことに非常に――どこか後のところに項目が出てきますけれども、そういったこの間、

起きたことをきちっと、ほかの戦略との整合性をとるというのが１つの大きな目標と、そ
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れから宇根委員、三野委員がおっしゃったように、これまでどちらかというと農林水産業

は生物多様性を損なうのではないかと思われてきていた中で、農林水産業自身がどんどん

改善され、なおかつ生物多様性に大きく貢献しているということが国民的な合意になりつ

つある中で、もう少し農林水産省としての戦略的な書き方をしたほうがいいのではないか

というご意見が今出てきているので、今回改定いたしましょうということになるのかなと

思いますが。どうぞ、浜本委員。 

○浜本委員  それをきちんと書くところが、多分、今検討している「まえがき」から後

のⅢの（２）のところで、その後も農と林と水産と分けて、それぞれに国民各層及び関係

者に関する理解という言葉が出てくるのですけれども、先ほどから出てきているような開

発される生物指標を使って、農業する側、林や水産に携わる側だけではなくて、そういう

ことを通してやっているのだよということを国民にもわかりやすく、そのためにこういう

指標がつくられているのだよとか、（２）のここの部分をもっと広げて具体的に一番最初

に明記しておくべきなのではないか。そうすると、後のほうで、それぞれの分野でもっと

詳しいものが出てきたときに、ああこういうことなのかというのが読んで取れるかなと思

います。 

○林座長  ありがとうございました。山根委員、どうぞ。 

○山根委員  一番頭が熱帯雨林の急激な減少ということから始まるのですけれども、日

本には熱帯雨林はないのですよね。これは92年のリオのサミットを踏まえて、それを受け

てということは、もちろんそこで生物多様性条約が採択されたわけですから、きっかけと

してはいいのですけれども、何となくよそごとで、そっちにいわれなければ日本はやらな

かったのかということにもなりかねない。実はこの前のＣＯＰ10でメディアも一番中心に

なったＡＢＳ、これはいってみれば熱帯の話、あるいは亜熱帯の話ですよね。私はぜひこ

の農水省の生物多様性戦略というものが世界の規範になるようなことを書いてほしいなと

思うのです。単なる国内で議論してこうだということではないとすると、何が大事か。 

 実は先週来、日本の最南端の石垣とか八重山をずっと歩いて、それからすぐ最北端の稚

内のほうへ行きまして、オホーツクとかをみてきて、日本は本当にすごい国だなと。今週

はまた稚内へ行くのですけれども、つまり、亜熱帯から亜寒帯まで、これほど多様な気候

帯をもっている国は先進国で余りないだろうということです。でも、どうもこの生物多様

性で皆さん話をされているのは、何となく本州だけの話、せいぜい東北から九州にかけて

のことがイメージにあるのではないかという気がするのです。 



- 15 - 

 

 一方、石垣などで聞くと、もう本当に魚が減っているという話が深刻にいろいろ活動と

いうか訴えがある。一方、稚内に行くと、ゴマフアザラシが４万頭ぐらいだったのが８万

頭ぐらいにふえて、観光資源になっていていいのですけれども、港の中に 300頭ぐらい寝

ているのです。大事なタコをことごとく食い尽くして、ことしは去年の５％しかとれなく

なったという状態。かといって、みんな、かわいい、かわいいで駆除ということも何もさ

れないままになっている。 

 それから、92年の生物多様性条約のときには、実は車の両輪として気候変動枠組条約が

あったわけで、この２つは間違いなく車の両輪だと思うのです。生物多様性そのものも温

暖化によって極めて大きな影響を受ける。逆に生物多様性を守ることは気候変動の被害を

少なくすることであるという、全く相互関係がある。この中には温暖化の問題というのが

一切何も入っていないのです。実は生物多様性にとって最も深刻な打撃は温暖化だろうと

私は思うのです。日高のほうへ行って聞いたのですけれども、日高昆布、20年来すごくい

い昆布をとっていたのですけれども、全くとれなくなった。同時に、藻場といいますか貝

類も全くとれなくなっている。ひどい状態だ。こんなことがここ数年続いているのですけ

れども、そういう意味で、里海を守ろうというよりも、人間のダメージよりも自然の温暖

化のダメージが大きいということになりますよね。 

 ですから、生物多様性を守るということと同時に、温暖化を防ぐための努力ということ

は表裏一体だろうし、今、コナラに物すごく害虫がふえて、どんどん枯れているとか、い

ろいろな問題が起きています。それから、ここにたくさん出てくる野生動物、クマの問題、

シカ、サル、イノシシの問題も温暖化とは全くもって深い関係があるわけです。それがや

がては農業に深刻な打撃になっていくことは間違いないわけです。だから、この問題につ

いて全く触れもしないで、知らんぷりして、生物多様性は大事だというのでは、本当の将

来のビジョンをつくっていくことにならないだろうと思うのです。ですから、何ができる

かは別としても、志として我々はそういうことを頭に考えながらこのことを考えて、かつ、

亜熱帯から亜寒帯まで広い気候帯で農業、漁業、林業を営んでいる日本としては、世界に

対してさまざまな先進的な提案ができるということを誇りをもって書いていただければと

思います。 

○林座長  ありがとうございます。では、加藤委員と合瀬委員ですね。 

○加藤委員  今のお話とか、ずっと関係するのですが、「まえがき」のところで生物多

様性の側の変化というか、その話題のいろいろな新しい動きについて書いてあって、それ
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に合わせるというスタンスで書かれているような気がするのですけれども、農業の環境の

ほうの変化というのもあるだろうと思うのです。そちらも両方あわせて見直しが必要であ

るということになるのだと思うのです。その農業のほうで起こっていることの変化という

のは、今、山根委員がおっしゃったようなこともあるかもしれませんし、もっと政治的な

こともあるかもしれませんが、とにかく、農業の側で起こっている変化と、生物多様性と

いうことの問題にかかわっていろいろ取り巻く状況が変化してきていることと、両方の変

化をあわせてみて、こうしますという「まえがき」にしたほうがよろしいのかなという感

想です。 

○林座長  ありがとうございました。合瀬委員、どうぞ。 

○合瀬委員  済みません。議論を聞いていて、よくわからなくなってきたのですが、生

物多様性戦略というのがどういう位置づけにあるのかということをはっきりさせておいた

ほうがいいと思うのです。農林水産業にとっての生物多様性に取り組むときの心構えとい

う話なのか、ＣＯＰ10を受けての今後10年間の生物多様性戦略なのかということです。心

構えなら普遍的なことを書かなければいけない。そのあたりのところが、議論を聞いてい

ると混乱してきまして、今後10年間というように決めるのなら、それはそれでいいですし、

もっと長いスパンをとるのなら、さっき山根さんがおっしゃったような地球温暖化とか、

農村側でいえば減少する人口にどのように対応するか。当然人口は減っていくわけですか

ら、今のままの農林水産業の展開というのはできなくなると思うのです。ある程度の対策

はとるが、他は自然林に戻すみたいなことも必要だと思いますので、そのあたりの時間軸

の考え方をどのようにするのかをまず決めないと、書き方も変わってくると思います。 

 以上です。 

○林座長  そうですね。どうぞ。 

○大友地球環境対策室長  前回も西郷課長から説明があったと思うのですけれども、心

構えというつもりはなくて、戦略を策定することによって、今後の農林水産省の施策をこ

の戦略に沿った形で展開していくという１つの大きな目標という考え方です。それともう

一点は、今後、環境省のほうが中心となって政府としての生物多様性国家戦略を策定する

と聞いておりますけれども、それに打ち込んでいくといったらおかしいのですが、農林水

産省はこう考えているのだというのをこのもので示して、政府の戦略の中に生かしていく

というように考えております。 

 それから、時間軸については、多様性の10年とかという話があって、10年を目標にする
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のか、政策を決定するに当たって10年というのは非常に長いスパンと考えていまして、10

年先を見通して政策というのはなかなか難しいと考えております。 

 ちなみに、19年に戦略をつくったときは、19年を含めて20年度から５年間、24年度まで

の政策の工程表というのをつくっておりまして、今回につきましても10年はちょっと長過

ぎるのかな、内部の意見なのですが、きちんと皆さんのご意見を伺っているわけではない

のですが、事務局としては、工程表をつくる際にはやはり５年か６年、その程度ではない

かと考えております。 

○林座長  よろしいですか。はい。 

○合瀬委員  そうしたら、これをベースに、別途、５年間の工程表みたいなものをつく

ると。それで、この戦略は基本的に見直さない、普遍的なものとして位置づけるというこ

とでよろしいのですか。 

○大友地球環境対策室長  基本的な考え方はそう思っております。工程表につきまして

は、我々政府としての予算の関係もございますので、夏にならないとなかなか政策が出て

こないというのがありますので、後でご説明しますけれども、最後ぐらいの検討会で工程

表をつけられればなと思っております。それから、見直さないと断言するものではありま

せんけれども、とりあえずそう考えていただいて、大きな変化があればまた見直しするこ

ともあり得るとは思っております。 

 以上です。 

○宇根委員  今の件でいいですか。 

○林座長  どうぞ。 

○宇根委員  時間軸の話ですけれども、村に住んでいる百姓としては、時間軸はやはり

少なくとも 100年はみているのです。ただ、その 100年の時間軸が、今、我々自身も自信

がもてなくなっている。つまり、あくまでも戦略はこの国土に住んでいる人間にとっては

 100年先まで見通せるぐらいのとらえ方を、10年単位として政策は支援していくと。つま

り、10年間のスパンで政策は支援していくのだけれども、支援する先はやはり 100年間も

つようなものを支援していくのだということで、合瀬委員のいわれるように、私は時間軸

はやはり 100年ぐらいきちんと置いて、政策面では10年に区切るのは当然だろうと思いま

す。そういう整理の仕方をしたほうがいいような気がします。 

○林座長  どうぞ、山根委員。 

○山根委員  宇根さんのおっしゃることはそのとおりなのですけれども、私も 100年後
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は生きていないので、後世のためにやらなくてはいけないと思うのですが、今伺って、実

は私も一体これは何のためにやっているのかなというのが、委員でありながら、ずっとわ

からなかったのですが、農水省の施策に役に立てていく、生かしていくということは大事

なことだと思うのです。そうであれば、これが法制化して法律として強制力をもつもので

ないのであれば、どうせやらない部分も多いのでしょうから、かなり過激なことを書いて

もいいと。 

 ただ、ガイドになるという意味では、非常にわかりやすく書いていく意味で、こういう

文章で書いてある中に、これを皆さんみていただくと、ほとんどの文章の最後に「活性化

を図る」「推進する」と、「推進する」という言葉が多分 200か 300出てくるのです。その

推進するというところが１つの宣言ですから、目標ですので、ここに推進１、推進２、推

進３と必ずすべて番号をつけると。そうすることによって明確にして、１年や２年ごとに

チェックをして、それが本当に推進されたかどうかということのガイドになるという。別

に強制力があるわけではないですけれども、こういう文章で書いてあるとあいまいなので

すが、全部に小さい番号をつけるとわかりやすいと思うのです。私たちも理解がしやすい

し、推進の32、どうでしょうかというようにいってくれば。そうすると、逆に、これはも

う少しこのようにしましょう、もう少し違う方法でというのが出てくると思うのです。ぜ

ひ番号づけをしていただきたい。 

○林座長  これまでの論議の中で、これは単に心構えとかそういうものではなくて、農

林水産業を農林水産省が発展させる、あるいは持続させるという中において、生物多様性

面における１つの指針に当たるもので、これに基づいて施策を決めていくということであ

るのですが、実は去年の３月30日に閣議決定された食料・農業・農村基本計画というのが

あるのですけれども、これも既に見直せというようなことをいっている人もいるくらいで、

あれは本当は基本計画で、10年を見越して５年で見直すのですから、基本計画とこの戦略

では、戦略のほうはやはり10年間ぐらいみておかないと。５年で見直すというのはよくわ

かります。だから、基本計画並みのものだと思っていいのではないかと。最近ぐらついて

きていますけれども、１年もたたない間に見直されてしまう可能性もありますが、ぜひ10

年間ぐらいの見通しで、ただ、５年ごとにはきちんと見直す必要があるだろうという感じ

はいたします。 

 ただ、 100年は、宇根委員、やはり今なかなか難しいのではないですか。それと、ある

程度具体的な施策に反映していただくためには、 100年後、合っていないかもしれません
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から、やはり現実と合っている形がいいのではないかと思うのですが、事務局、いかがで

しょう。これはやはり５年ぐらいの単位で考えるのですか。それとも10年。５年と10年と

いうのは、今、この時代においては相当違う単位なのですよね。 

○大友地球環境対策室長  私の一存では決められないということはありますけれども、

基本は、多分みているのは10年先だとは思うのです。ただ、施策を書いて工程表をつくる

というのは、さすがに10年先の施策は書けないというのがありますので、形上は施策は５

年程度ですが、10年先をみて書くということには多分、皆さん異存はそんなにないのでは

ないかと思っております。 

○林座長  ありがとうございました。どうぞ、佐々木委員。 

○佐々木委員  これは心構えとかいろいろ出てきたのですけれども、ただ、私ども生産

の現場では、これはやはり実践目標として貫くということでやっているわけです。国もそ

れに施策を盛り込んできたし、それを踏まえて実践していくと。いろいろな課題はあるに

しても、農林水産省がというと、政策的に以前の環境保全型農業というのは環境負荷低減

の時代が長くあって、ここに来てようやく生物多様性や温暖化の問題の公益的な機能とい

うのが言われ始めて、ここ２、３年だと思うのです。それにしては、生産の現場でも、去

年のＣＯＰ10などをみますと、生き物調査をしていたけれども、それは生物多様性とどう

いうかかわりがあったのか何かというのは理解は深まってきたと思うのです。そういう成

果というのはすごくあったと私は思っているのです。 

 ですから、これは単なる心構えというよりも、そういう気高い目標をもって現場は取り

組んでいるのだという。ただ、生産者もようやく公益的な機能を認知し始めたという段階

だと思うのですけれども、やはり心構えというよりも、一定の気高い目標をもってこれを

貫くというぐらいの気持ちです。私は農民の一人として、少なくとも日本の農民はそうい

う心構えでいると思っていますし、そういう方向でぜひ貫くべきだと思っています。成果

もあったと思っています。 

 以上です。 

○林座長  ありがとうございました。それでは、５つのパートに分けようとしたのです

けれども、何か先ほどからそのようにはなっていませんが、２つ目のパートとして考えて

いましたのは、３ページの上のほうからですけれども、Ⅳの地域別の生物多様性保全の取

り組みということで、１の田園地域・里地里山の保全、これは主に農業と一番絡むところ

で、３番目としては、森林という部分をお話ししたいと思います。そして、４番目に里海
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・海洋が入っていますね。最後にそれ以外のところということになるのですけれども、い

かがでしょうか。まず田園地域・里地里山で何か。先ほどご説明いただきましたけれども、

３ページ目からずっと、４ページ目、５ページ目と続いておりますが、いかがでしょうか。

どうぞ。 

○宇根委員  では、何点か。まず１番の田園地域・里地里山の保全のところですが、農

薬を減らす環境に優しい圃場整備の工法をやると。何か相変わらずそこにとどまっている

ような気がします。先ほどから佐々木さんもおっしゃっているけれども、農業技術という

のはもっと幅が広いもので、例えば農薬、化学肥料の影響以外にも生物多様性はかなり壊

れるし、かなり支えられている。例えば、田んぼのあぜ草刈りとか水をためるとか。つま

り、農薬、化学肥料だけに限定せずに、農業技術全体がある意味では環境に負荷をかけ、

場合によっては生物多様性を支えている。そういう視点もやはり盛り込まないと、余りに

も農薬、化学肥料、圃場整備の方法に限定して、狭くなり過ぎているような気がします。 

 次に（１）、生物多様性をより重視した農業生産の推進ですが、農薬も確かに今はきち

んとした、かなりの基準でチェックされて、安全性も相当確保されてはきているのだけれ

ども、それでも相変わらず問題が出てきていますよね。その問題の発覚は、やはり実際に

やっている百姓とか市民団体が見つけ出していくわけです。特に、今、東日本で問題にな

っているのは、プリンス剤によるアキアカネの激減です。これは各地の試験場でもどんど

ん事例が出てきています。それからミツバチに対するダントツとかああいうネオニコチノ

イド系の農薬の影響です。つまり、今の農薬の安全性チェックのシステムではどうしても

漏れてしまう。私はその２つの農薬を特に悪者扱いしようとはしませんけれども、生物多

様性をもっと大事にしていくためには、今の農薬の登録制度の欠陥というのはきちんと直

視して、生き物に対しての影響を、農薬の検査機関だけに負わせるのではなくて、実際に

使っている百姓も含めてよりフィードバック、データをやりとりしていきながら、より適

切な指導にもっていくようなシステムが、やはり生物多様性を考える場合、必要ではない

かと思います。 

 それから、同じくその項で、ことしから環境保全型農業の直接支払いが独立して始まり

ましたけれども、ぜひ書いてほしいのは、これをやったということではなくて、これでは

極めて不十分だと。本来は、もっと幅を広げて、より高度な環境支払いを今後は検討して

いかないといけないぐらいは書いておいてほしいと思います。前回の戦略のとき、私は環

境支払いを随分主張しましたけれども、全く採用されませんでしたから、そろそろ採用し
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てもいい時期になったと思っています。 

 次に（４）、ネットワークのところですが、前に緑の回廊、水の回廊というのが出てき

ます。もう１つ回廊があるのです。回廊という言葉は適切ではないかもしれませんけれど

も、田畑と山との関係、田畑と水路、ため池との関係、田畑と川、海との関係です。例え

ばアマガエルとかは、田んぼで生まれて、山に行って、また田んぼに戻ってくる。イモリ

とかサンショウウオも同じです。トンボだってそうです。相当なトンボは山で育って、ま

た成熟して戻ってくるというのが多いですよね。ミツバチとかアカガエルとかも含めて、

生物多様性を議論する場合は、水の回廊、緑の回廊と同時にもう１つ、農地とそれ以外の

ところとの関係性というのが、今、道路ができたり水路ができたりして、あるいは山が荒

れたりして相当壊れてきていますよね。そういう指摘も要るのではないかという気がしま

す。 

 次に（６）、希少な野生生物などの空間づくりですけれども、農水省の書きたいのはわ

かるのですが、特殊な――コウノトリは私も大好きで、シンボルだから大事にしたいのだ

けれども、そういう地域だけではないだろうと。例えば、田んぼの落ち穂が冬鳥の越冬に

えさとして相当役立っていますよね。それは別に一定の地域だけではないです。出水だけ

ではないです。あるいはガンとかが来るところだけではないです。すべて田んぼのそうい

う落ち穂、落ち穂は１つのシンボルですけれども、いろいろな生き物に提供されているわ

けです。そういうもう少し幅を広げた書き方が要るかなという気がします。 

 そうなると、秋に耕すか、春に耕すかというのは相当重要な問題になってきますよね。

今までは生産のために秋に耕すべきか、春に耕すべきかだったけれども、では生物多様性

のためにはどっちがいいのか。それは村々の生物多様性を土台にして、村でやはり議論し

ていくことになるでしょうね。そういった視点を盛り込むべきではないかという気がしま

す。 

 ８番目の里山林の整備・保全・利活用ですけれども、ここで１つ入れてほしいのは、私

のところも、ふろはまきでたいていますが、東北に行くとまきを使っているところがまだ

本当に多いですね。だけれども、今までの政策では、バイオマス・ニッポン戦略でも、大

きなプラントとかはすごく脚光を浴びるのだけれども、一人一人の暮らしがささやかに、

まだ暖房だけでもストーブでまきを使う。九州でも今、電動のまき割り機がブームなので

す。東北だったらもっとでしょうけれどもね。こういったささやかな暮らしが山との関係

をまだまだ支えているのだというような視点もやはり要るのではないでしょうか。 
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 それから、海のほうは私は不案内なのですけれども、あえていえば、海のほうの３番の

（１）藻場・干潟の保全の推進で……海は次ですか。 

○林座長  森林のこともおっしゃいましたからいいのですけれども、ではちょっとここ

で切っていただいて。 

○宇根委員  わかりました。 

○林座長  一番最初におっしゃった回廊のことは、実は一番最後のところの11ページに、

Ⅴ、森・川・海を通じた生物多様性保全の推進というのがあるのです。これをもう少し充

実させるというご意見ですね。 

○宇根委員  はい。 

○林座長  わかりました。どうぞ。 

○浜本委員  （４）のところに出てくる、わざわざ括弧書きにしている水の回廊という

のは、水と緑のコリドーという概念の中で、特に水の回廊というものを充実させていこう

ということなのか、林野庁がもう既に進めている緑の回廊というようなちゃんとした事業

で、水の回廊というものを農水省のほうでまた何か整備しようということなのか、そこが

よくわからないので、かぎ括弧で書かれると、こういう事業が起こるということですか。

どういったらいいのでしょう。林野庁がやっている緑の回廊みたいなものを、水路に関し

て水の回廊という形で全国展開していくような事業にするということですか。そこがわか

りにくいので、説明をお願いします。 

○林座長  これはどなたから。 

○近藤農村振興局農村環境課長  この記載は従来からの記載でして、そういう意味では、

従来から土地改良事業等の環境への配慮ということの中で、今こういう全体の水の回廊み

たいな形をつくっていこうということでやっております。一部モデル事業的なものもあり

ましたけれども、そのモデル事業はずっとというわけではありませんので、基本的には基

盤整備をやるときの環境配慮というものを使いながら、あるいはその後のフォローという

のですか、それと地域での協働活動、そういうものを通じてつくっていくということで考

えています。特別な事業を今想定しているというものではありません。 

○浜本委員  そうなのであれば、林野庁のほうは緑の回廊という国のちゃんとした事業

として整備を行ったり、もうかなり進んでいますので、そういうものと勘違いをされるの

で、これは考え方として、そういう用水路や人工的な内水面などを命のつながりの水の回

廊として、そういう整備を優先的に行うというような書き方にしないと、ちょっと誤解を
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生むのではないかという感じがします。 

○林座長  わかりました。農林水産省全体で生物多様性戦略をつくるというのは大変画

期的なことで、全体的にみますと、これ以外にも、農林水産省と水産庁、林野庁のにおい

がまだ統一されていない感じで本当はあるのです。これは私、座長として気づいているの

ですけれども、バージョンアップするときにそれをもう少し融合的にしていただいたらい

いかなという感じはします。恐らくその１つの話だと思います。あん委員と宮林委員。 

○まくどなるど委員  幾つか細かいところかと思うのですけれども、生物多様性をより

重視した土づくりというところで、見直し案の方向性の中で、農業、養殖業。養殖業は淡

水と海洋、両方あるので、区別したほうがいいのではないかと思います。農業、陸上の養

殖のことを語っているのか、海の中をいっているのか、全然違うと思いますので、その辺

でちょっと区別してもいいのではないかと思います。 

 また、冬水田んぼの農業技術みたいなものを普及していくという話があるのですが、農

業技術の問題だけではないと思います。農業用水のアクセスの問題もありますので、やり

たくてもできないところもあるかと思います。その辺の矛盾も考えて、普及していったほ

うがいいということであれば、どの農業者でも冬水田んぼができるようなシステムづくり

も必要ではないかと思います。 

 ＧＩＡＨＳのことに少し触れたいと思いますが、もちろんＧＩＡＨＳは重要農業遺産と

いうものにはなっているのですが、今現時点でＦＡＯに出している２つの候補サイトは、

１つは佐渡市ではあるのですが、石川県から出しているサイトは能登の里山里海ランドス

ケープと、農林水産、里山里地、里海がワンパッケージになっているものですので、ＧＩ

ＡＨＳについて、見直し案の方向性をここで入れていくこともいいと思いますが、またイ

ンターリンケージのところで触れたらいかがでしょうか。 

 以上です。 

○林座長  ありがとうございました。宮林委員、どうぞ。 

○宮林委員  私は気が小さいもので先ほど言い忘れたのですけれども、実は生物多様性

という議論は、これが 100年先というか我々の人類の到達点というか、それぐらい大きな

テーマだと思いますので、生物多様性と入ること自体が将来を見据えているというように

とらえたらどうかという感じを受けています。ただ、その中で、前段のほうでは、教育問

題とのかかわりで、全員が暮らしの中でかかわっていく中で、子供たちと生物多様性の議

論をちゃんとしていくのだというような、その部分が必要ではないか。 
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 つまり、かつて我々は75％ぐらいが農民の子供だったものですから、知らず知らずのう

ちにかかわりがあったのですけれども、今、８割がサラリーマンの子化しておりまして、

なかなかかかわりをもっていない。だとすれば、その部分こそ基本的な問題なので、やは

りかかわりをもって、ちゃんと生物多様性教育論をしていくのだ。これは農林水産だから

こそできるはずなので、その辺が１つ重要なのかなと。後からで済みません。 

 それから、具体的なところになりますと、最近の農山村の現状は、書いてあるのですけ

れども、不在村地ないしは不在村林が24％ぐらいにふえているわけで、これを放置してし

まうと、どんな対策を打っても全部飛んでしまうわけなのです。ということは、その部分

を何か担保する。不在村者はどこにいるかというと、みんな都市にいるはずなのです。つ

まり、農山村の問題イコール都市の問題で、生物多様性は全部、国民全体の問題にかかわ

っているのだというところが、農林水産がかかわるところは国民のかかわるところになっ

ているというような、この国民参加論のところはそれぐらいの書きっぷりのほうがいいの

かなと思います。 

 以上です。 

○林座長  ありがとうございました。では、竹内委員、そして三野委員。 

○竹内委員  済みません、例によってちょっと議論に乗りおくれてしまいまして、もう

ちょっと早く申し上げるべきだったかなというところと、アイデアベースで大変恐縮です。 

 ３ページの一番頭に農林水産業を通じた地球環境保全への貢献というのがあるのですけ

れども、そこで記載されていることが、輸入のときにも気をつけましょうねというか、我

々の生活ベースでできることということなのですが、先ほど山根委員がおっしゃったよう

な、これが世界の指針であってほしいですとか世界に誇れるものであってほしいというご

意見が出たかと思うのですけれども、私も全く同意見で、そのようになっていくこと、そ

してこれが農林水産省としての施策の指針となるようであれば、例えばですが、日本の技

術と経験を世界の途上国とかこれから発展しようとしているところにお伝えすることによ

って、世界台での農林水産業を通じた地球環境の保全に積極的に貢献することが可能なの

かなと。温暖化のほうですけれども、今、日本の高い技術力を使って世界台での排出量削

減に貢献しようというスキームが検討されておりますけれども、それと全く同じように、

日本がもっている技術ですとか、失敗も成功も含めて経験というのをお伝えしていくこと

で、地球環境の保全に貢献できるということはもっとたくさんあるかなと思いまして、そ

の観点を加えていだけたらなと思いました。アイデアベースで済みません。 
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○林座長  ありがとうございました。三野委員、どうぞ。 

○三野委員  先ほど林座長がおっしゃったように、基本計画ですら最近大きく見直しが

始まって、この５年間というのはすごく大きな変化があったような気がしております。例

えば国連のミレニアムの生態系評価の議論、あるいはそれを受けて生態系サービスの議論

が完全に表へ出てきて、この中にも幾つかそれをベースにした報告書をいかに引用するか

ということで配慮がなされていくと思うのですが、そもそもこの考え方そのものは、もと

もと農業政策というのは食料生産、食料政策というのが軸になって、農業と農村政策とい

うのが今までの基本政策の中にあったわけですが、食料供給機能以外を多面的機能という

格好で農業の副産物として扱ってきた。それが、先ほどのミレニアムの生態系サービスな

いしそれ以降のいろいろな流れでは、農業の食料生産が主産物というよりも主産物の１つ

であって、環境とか生物多様性というのがむしろ主産物に生まれ変わってきつつある。 

 その辺から、例えば直接支払いなども先ほど宇根委員がおっしゃっていたけれども、当

時としては理解がなかなか得られなかったのが、今や環境直接支払いというのも大きな流

れになってきた。その辺のことをどう組み込むかというのが、実は環境を重視する農林業

への転換というさっきの議論の軸であったような気がいたしますので、どうしても、やは

りもう少し根本的な点から見直さないと、部分的手直しでは済まない。それを次期５年間

ではかるなら、それへのいろいろな時限爆弾を仕掛けておくということが、この大きな改

正の重要なポイントではないか。単なるそれ以後出てきたものをつけ加えというよりも、

次の段階でどうするかということをどのようにこの中に埋め込むか。その辺ぐらいまで配

慮いただいたほうがいいのではないかと私自身は思います。 

○林座長  ありがとうございました。では、佐々木委員、どうぞ。 

○佐々木委員  文章として検討したほうがいいのも含めてお話ししたいと思うのですが、

先ほど宇根さんからトキとかコウノトリの問題が出ましたけれども、これはいい面と問題

ありの面と、功罪がいっぱいあると思います。ただ、それはそれとして、この文章で、私

もこれをつくるときに余り気づかなかったのですけれども、５ページの希少な野生生物な

どというときはトキやコウノトリでいいのではないかと思うのですが、例えば２ページの

多様な主体による地域の創意工夫を活かした取り組みの促進などは、コウノトリからむし

ろトンボとかメダカとかホタルだったりにしたほうがよかったのかなという気がします。

それが１つです。 

 もう１つは、私の地域もラムサールの関係がある蕪栗沼、長沼、伊豆沼、化女沼といっ
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ぱいあるのですけれども、５ページの同じ文章で、冬期のえさ場対策として水田の冬期湛

水とあるのですが、えさ場としてはならないです。えさになるのは落ち穂だったり、次が

大豆です。その後は野木の若芽だったりするのです。えさ場としてではないので、これも

この機会ですからちょっと見直しをしたほうが…… 

○櫻井委員  トキやコウノトリのえさではないですか。 

○佐々木委員  トキやコウノトリということになってくるのですかね。 

○櫻井委員  上の文章を受けて。 

○佐々木委員  では、それも含めてちょっと検討していただきたいと思っています。 

 あとは、３ページに、宇根さんも環境保全型農業直接支払いの問題をお話ししましたけ

れども、これは恐らく24年度に向かって農地・水・環境保全向上対策の営農支援から切り

かえるに当たっての非常に大きな課題になってくるのではないかと思うのです。生物多様

性や温暖化の取り組みを農村で大きく一気に引き上げたのは、農地・水・環境保全向上対

策だと思うのですが、その成果もここで記載してもいいのかなという気がするのですけれ

ども、同時に、それが終わって直接支払いという制度に移るときに、今のままではやはり

いろいろな問題があるので検討に入るのだと思うのです。したがって、それが今度の施策

の成果を左右する大きな課題になると思いますので、それは農水省としても十分にご検討

いただきたいというか、お願いしておきたいと思います。 

 以上です。 

○林座長  ありがとうございました。お話は、森林だけではなくて、次にある里海・海

洋、あるいは一番最後のところの森・川・海をまとめての記述がございますので、これが

11ページから始まっていますけれども、ここも含めてお気づきの点があったらおっしゃっ

ていただければと思います。どうぞ、宇根委員。 

○宇根委員  最後までいいのですか。 

○林座長  最後までいいです。 

○宇根委員  もう時間がないので大事なところだけ絞っていいます。 

 まずⅥですけれども、遺伝資源の保全と持続可能な利用の推進、やはり大事なことが抜

けているような気がします。この前のＣＯＰ10でも展示でよかったのは民間のＮＰＯでし

たけれども、自家採種、伝統野菜も含めて、多様な稲の品種も含めて、余りにも現在は、

特に稲は甚だしいですね、ほとんどコシヒカリの末裔ばかりになっている。もちろん簡単

ではないのですけれども、コメだって野菜だって家畜だっていろいろな品種をもっと飼っ
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て、育てて、そしてそれを活用していくような文化も一方でないと、幾ら遺伝資源だけを

いっても、何か一面的過ぎるのではないかという気がします。 

 次に、（２）ですけれども、遺伝子組み換え作物の問題点は、もちろん安全性とか生態

系への影響もありましょうけれども、農業技術にとってもう１つ重要な影響というのは、

本来もっていない特性を入れ込むわけです。そのことによって伝統的な農業技術、百姓仕

事というのは大きな傷を負うのではないか。そういう視点もやはり技術論としては要るの

ではないかという気がします。 

 それから、Ⅶで、これは先ほど山根さんがおっしゃったのですけれども、地球環境への

影響を生物多様性と絡めていうならば、例えば、私は冬、麦をつくっていますけれども、

冬に水をためるなんて九州ではちょっと不可能ですから、また必要もないわけですから、

麦をつくることがある意味では炭酸ガスを吸収してそれなりに寄与しているわけです。で

も、そういう視点で麦をみることはないし、ましてや麦畑にはまたいろいろな生き物がい

るわけです。希少な生き物は余りいないけれども、そのようにして裏作、転作、そういっ

た再評価というのも要るのではないでしょうか。あるいは、先ほどいったいつ耕すのかと

いう視点とか、もっと地球環境に対していろいろな意味でプラスになっている農業技術を、

もちろんマイナスもありましょうけれども、ここではもう一度洗い直す必要があるような

気がします。 

 それから、最後、これがきょう一番いいたかったところですけれども、生物多様性の指

標です。指標は先ほど佐々木さんからも提案がありましたけれども、私はすごく評価して

います。これはこの戦略で具体化できた最大の成果だろうと私は思っているのですけれど

も、やり方がやはりまずいと思います。シンポジウムを開かれていて、私も何回か出まし

たけれども、もっとオープンにしないといけないと思う。だって、この場に一回もデータ

を出してこないのですから。この場ぐらいデータを出してくださいよ。一応指標のリスト

はもう出ているわけですからね。だから問題は、そのリストを専門家だけで決めるのでは

なくて、私も佐々木さんも全国には生き物調査をやっている百姓はいっぱいいるわけです

から、その人たちに、これはどうですか、使えそうですか、もっとつけ加えるものはない

ですか、やりとりをしながら、地域地域でさらにそれを深めていくような、そういう新し

いスタイルの調査研究、あるいは政策立案というのを試すこれは絶好の機会なのです。も

ちろん消費者も参加できるでしょうから、きょうは松田さんがおいでになっているから、

次回には中間の指標ぐらいはぜひ皆さんにも示して、みんなで盛り上げていくような雰囲
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気をつくっていただきたいというのが要請です。 

 それともう１つ、指標のやり方については、前回もいいましたけれども、これが環境支

払いの本当のベースになっていくのだろうと私は思います。ですから、これをただ農水省

が決めた指標だけではなくて、地方におろしていく、百姓におろして地域の住民におろし

ていく中で、この指標を環境支払いの施策にどう組み立てていくのかというのを我々がむ

しろ提案しないといけないわけですから、単なる科学的な指標だけに凝り固まるのではな

くて、ぜひもっとおおらかに、たおやかに国民に呼びかけて、百姓の参加を呼びかけて展

開していきたい。そのための知恵だったら幾らでもかしますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

 以上です。 

○林座長  ありがとうございました。どうぞ、あん委員。 

○まくどなるど委員  前回もいいましたが、ぜひ漁法の見直しについてここに入れてい

ただけたらと思います。ＴＡＣだけでは絶対だめです。あれは逃げるだけですから。一方

では、日本の昔ながらの漁民が禁漁区を自分たちで決めて、自分たちのコミュニティーベ

ースで守っていくことは高く評価すべきところだと思うのですけれども、技術開発、発展

したことによって、漁法の問題が日本にはかなりありますので、環境保全型農業みたいな

もの、これにまさるような環境保全型漁業のシステムをここでつくっていく必要があるの

ではないかと思います。 

○林座長  ありがとうございます。恐らく、さっきの宇根委員のおっしゃったことと今

のあん委員の共通しているところは、農業技術というのが進歩していくことによって、農

業者、漁業者、林業者の負担が減り、安全性も高まっていったという一方で、その技術開

発がひょっとすると生物多様性を損なっているのではないかということを、別に遺伝子組

み換えだけではなくて、すべての技術でちょっと見直してみたらどうかということをおっ

しゃっているのに近いのだろうと思うのです。それは確かに重要なことだろうと思うので

すが、難しいところで、どのように入れていくのかということですね。どうぞ。 

○宇根委員  一言でいえば、林先生がいわれた重大な問題に対しても、指標は結構鋭い

切り口で方法を提案してくれる。ですから、指標はいろいろな使い方ができると思います。

私たちはみんなでこれを最大限に使う知恵を開発しないといけないのではないでしょうか。 

○林座長  どうぞ、櫻井委員。 

○櫻井委員  いろいろな意見が出て、みんなどれも非常にいいなと思っておりますが、
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Ⅶの地球環境保全への貢献のところで、人口増加や貧困がと一番最初にありますね。今問

題になっているのは、これに加えて水問題とか食料問題、先ほど三野さんいわれたような、

とにかく食べ物を十分与えることで人は安心するのだというのを第一にやらなければいけ

ないから、いろいろな技術が開発されたのだけれどもというのが１つあって、ただそれを

やり過ぎた結果としてちょっと問題が起きているのではないかというような話が来たので、

それはそれで、農林水産省ですから、食料というような意味は別のところで出てくるのだ

と思うのですけれども、今のお話の中の、これも山根さんから出ました、推進するといっ

たらどれだけ推進したのかというのを必ず書けといような話がさっきありましたよね。こ

れをやはりしていく必要があると思いまして、そうすると、６ページの里山保全がありま

す。この使い方の問題ですが、里山保全の現行戦略の一番下の右側のほうの列のところに、

里山林の整備活動の重要性という言葉がありますが、書きぶりの問題として、整備活動の

重要性とは何のために整備して、整備したらどうなるのかというのが最初に来るのではな

いか。多分、利用活発化とか利便性のために整備する必要があるとか、何かそのような視

点が１つ要るのではないかと思うわけです。 

 それから、ここと関係しますが、森林のほうの左側のところで幾つもありますが、６番

の国民参加の森づくりとか、７番の環境教育とか、こういったお話になっているところで、

これはぜひお願いしたいと別のところでもいったし、ここでもいったかな、思うのですけ

れども、学校の先生をやりまして、私、樹木学というのをやっているのですが、それで大

体あちこちでひっかかるのが、樹木採集すると怒られる。自然破壊だと。木の枝をぽっと

折って、みんなに並べて、「さあ、これは何だ」という試験をやるわけですけれども、こ

の試験をやるためのあれを切ったら怒られる。写真を撮れとかいわれるのです。そんなこ

とをやっていて樹木のことがわかる学者など育つか。昆虫採集すると、これも怒られる。

幾ら虫をとったって絶対虫は減らない。川魚をとっても減らない。減らなくはないのだけ

れども、トータルとしては同じだけの量が残るのに、それをやってはいけないのが環境保

全であって大事なことだというように、こういうものをつくると現場のほうにはそう行っ

てしまうおそれが結構あるのだと思うのです。 

 そこのところで、規制につながるようなものをするのは、商業的、あるいはそこの生息

地なり分布地がなくなってしまうほどの状態はまずいとしても、環境教育なり学校教育の

ために、できたらそこは遊び場にしていただいて、実際に採集して手にとって実物を学ぶ

というような意味の言葉を入れていただくと、現場のほうがそれをやりやすくなる。現在
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は守りましょうね、保全しましょうねになってしまうから、とってはいけない。とらない

とやぶになってしまうから、やぶになると、本来いるものもいなくなってしまって、下刈

りするなり草刈りするから残っている植物が、オミナエシや何やらがなくなってしまうわ

けです。という、逆に、だからやはりある程度使わせることが大事で、使わせることによ

って、特に子供なのですけれども、我々はもう終わりだからどうでもいいのですが、これ

から来る人たちが使って知っておもしろい、あっこれ食えるんだ、もっていったらこうな

るんだということをやらせていただいて、次の環境を自分たちの世界で維持していくよう

な、そういった場をつくるのがこの農林水産省の戦略の中の教育方針なりみんなが使う場

所というところ入れてほしいなと。それを読めるような文章を入れてもらうと、現場のほ

うは使いやすいのではないかということです。 

○林座長  ありがとうございます。先ほどの、例えば国民参加の森づくり、このような

話と、その中に教育が農業、林業…… 

○櫻井委員  教育はふだん全部教育なのだろうと思うのです。 

○林座長  農業、林業、水産業でもっと教育的なかかわりを大切にというのとよく似て

いる話なのかもしれませんね。 

○櫻井委員  もう１つは、使わない自然は絶対に捨てられてなくなってしまうのです。

みんなが使っていれば残るのです。なくなってしまうと、自然環境のｹｲﾄﾞに従って、温度

と水ででき上がる、人が住みにくい森になるわけです。だと思います。 

○林座長  どうぞ、あん委員。 

○まくどなるど委員  ちょっと質問ですけれども、藻場・干潟、沿岸海域保全の話を考

えるときには、人工海岸のブレークはどう考えているのでしょうか。国土、メインアイラ

ンドの６割ぐらいは既にアーティフィシャル・コースト・ラインになっていますので、こ

ういった沿岸海域保全、産卵の場の保全などを考えていく中で、生物多様性が最も高いと

いわれている沿岸海域の保全を考えるときには、人工海岸の問題をこの検討会でどう考え

ていくのかということで、ちょっと質問です。 

○林座長  どうぞ。 

○成子水産庁増殖推進部長  確かに藻場・干潟が面積的に非常に減少しているというの

は事実でございます。他方、私どもも漁業者の方々に参加いただいて、藻場・干潟を再生

しようという動きを最近しております。したがいまして、当然のごとく、保全というより

も、むしろ積極的にそれを再生していくということが非常に重要ではないかと思います。 
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○まくどなるど委員  その動きは把握しているつもりでいます。ただし、 240ヵ所しか

ないではないですか。全国漁港が 3,000弱ある中で 240しかやっていないというところは

まだまだ。ですから、これを推進していくのには、思い切ってレボリューションのような

ものを書いたほうがいいのではないかと思います。保全も推進していくということで、ヘ

クタール面積でいうと保全の活動はまだまだ、本当に物足りないです。 

○宇根委員  同じ問題で私も一言。 

○林座長  はい。 

○宇根委員  うちの村の下で私はワカメとかヒジキとかフノリをとっているのですけれ

ども、国道の拡幅工事でテトラポットをばっと並べ始めたわけです。工事をやる前は国土

交通省から説明がある。でも、事前の説明は全くない。質問です。国土交通省は海岸の護

岸工事とか国道の拡幅をするとき、環境アセスメントをやっているのですか。ちょっと調

査してもらえませんか。あんなの、でたらめな工事をやっています。そういうのもこの戦

略で歯どめをかけるべきではないか。私の意見です。 

○成子水産庁増殖推進部長  日本の海岸線のかなりの部分を国土交通省がもっていまし

て、私どものもっているのは漁港周辺区域のところだけです。他方、日本の周辺水域には

漁村の方々が利用されてきた共同漁業権、こういったものがしっかりと本来は設定されて

おりますので、そういったところの中で私どもはしっかり再生を図っていくべきかなと。

おっしゃられるとおり、数はまだ非常に少ないわけですけれども、これを全国展開してい

かないといけないと思っております。 

○宇根委員  国土交通省はどこまでやっているか、この次までにちょっと調べて教えて

くれませんか。 

○林座長  では、浜本委員と山根委員、そして岡本委員。 

○浜本委員  野生生物の漁業被害防止対策の推進というところ、要は野生生物がどれだ

け漁業に影響を及ぼしているか、それの対策のところなのですが、これは実は森林のとこ

ろだとかいろいろなところにもやはりあるのですけれども、漁業に対するここのところだ

けがすごくあいまいで、原因もよくわかっていないものもあって、それを調査するのかど

うかというのもはっきり書いてあるのは下の鯨類のところだけで、生態系のバランスが崩

れ生物多様性を減少させることが懸念されるとか、本当の原因は何なのかもよくわからな

いのに対策を立てるということなのです。すごくおかしいですよね。わからないのだった

らわからない、原因不明でこういうことが起こっているけれども、明らかに被害が起こっ
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ているので、それの対策は今の現状ではこんなことをしていますとか、最後に１行ちょこ

っと書いてある鯨類等のというところも、これはもうちょっとちゃんと書いていいですよ

ね。わからないから調査をする、そのために取り組みを推進するというのは、国の施策と

してきちんとやるのであれば、それは日本の沿岸だけではなくて、世界の海洋の生物多様

性の保全に寄与することに日本の水産庁、農林水産省がかかわるという意思表示であれば、

ここはもうちょっときっちり書いたほうがいいと思います。 

 それと、先ほどの国土交通省とかの関係なのですが、それは明らかに省庁間で、ここか

らここは水産庁、こっちは国交省、河川に入るとまた違って、それが取水されているとま

た農水省の用水路部分とか、分野がいろいろ分かれるのですが、それをある程度俯瞰しよ

うとするのが生物多様性保全活動推進法で、３省が合同で、そこをつなぐ人々の役割、活

動であるとか、水系ごとに考えられるとかというようなものがあるので、そういうところ

が俯瞰してできるようになりましたよという書き方も、もう少し積極的にすべきなのでは

ないかと思いました。 

○林座長  ありがとうございました。今の浜本委員のご質問について。 

○成子水産庁増殖推進部長  有害生物の話なのですけれども、決して鯨類だけでなくて、

例えばトド等も私どもしっかりと資源評価しております。そういった中で、頭数がふえて

いるという実態もつかんでおりまして、これに対する被害が非常に大きいので、科学的な

見地からここまでは駆除しても大丈夫だろうという頭数を出して、私どもやっております。

そういう意味では、このあたりの書き方がご指摘のとおり非常に抽象的になっていますの

で、しっかりと書き込んでいきたいと思います。 

○林座長  ありがとうございました。では、山根委員。 

○山根委員  海についてなのですけれども、以前お伺いしたときに、この農水の戦略で

は主に沿岸部だけ、里海というところに限るということを伺ったことがあるのです。南氷

洋のクジラの問題とか地中海のクロマグロとかになると、もう少し大きな枠組みの国家的

な、あるいは国際的な枠組みの中で論じるべきことなのかなという気はするのですけれど

も、そのことは断っておいたほうがいいと思うのです。どこまでについてこの多様性の戦

略の中に入れるかということは、何から何まで全部というわけにはいかないと思うのです。 

 ただ、例えば北であれば、アムール川の森林の環境とオホーツク海の水産資源というの

は非常に深い関係がある。これは北大が物すごい研究を去年ぐらいまでやって、鉄分の問

題であるとかいろいろ出てきます。あちらの森林破壊とかそういう問題がオホーツク海に
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大きな影響を与えているということであれば、それから南のほうでいくと、大型クラゲが

突然出てきたり、また全くいなくなったり、それが揚子江の川の富栄養化と関係している

のかどうか、この辺も、東シナ海の問題はよくわかりませんけれども、もはや日本の国だ

け考えるのではなくて、周辺国の環境の状態と日本の農水関係の資源という問題も非常に

深い関係があるので、例えばそういうところとの連携を深めて調査や対策を考えるという

ことが入っていいのではないかと。特にロシア、韓国、中国ですけれども、そういうこと

も考えていいのではないかと思います。 

 それで、済みません、先ほど申し上げた、ここに推進するとか図るとか努力すると書い

てあるのが何個あるか今はかったら、 102ありました。もちろん重複しているのはあると

思いますけれども、推進する、努力する、努める、図る、取り組む、進める、支援する、

展開する、やるといっていることが 100ぐらいあるのです。重複しているのがあるので80

ぐらい。農水省生物多様性戦略80の戦略というようにして、箇条書きにしたらどうでしょ

う。それで通信簿をつくって、１年に１回ずつそれをチェックして、優か良か可か不可か

みたいな感じで――いや、いい悪いではなくて、やはりこういうところは手薄だな、こう

いうところを進めていこうという１つの指標にこちらもなるのではないかと思うのです。

ぜひわかりやすくしていただきたいと思います。 

○林座長  ありがとうございました。通信簿をつくるかどうかはともかく、農林水産省

生物多様性戦略は基本的には国内の農林水産業の施策の範囲を想定していると考えていい

のですか。農林水産省は国内だけではなくて、今、食料自給率を50％に上げるために、相

当大変なのですけれども、逆にいえば残りの50％は輸入するわけですから、国際協力は断

固として必要なので、それはちゃんと農林水産省の政策の中に入っているわけですが、こ

の生物多様性戦略についていえば、国際協力的なことは余り触れていませんよね。ほんの

ちょっとで。 

○大友地球環境対策室長  Ⅶの農林水産分野における地球環境保全への貢献というとこ

ろで一応触れてはいます。ただ、先ほど申されたようないろいろな観点から、アムール川

の問題だとか揚子江の問題とか、今までの戦略の中ではそこまで書いてきてはいないと。

今後どうするかというのは、帰って相談していく必要があるとは思っております。 

○林座長  佐々木委員、どうぞ。あと３人ぐらいおられますね。短くお願いします。 

○佐々木委員  12ページ最後に、民間による支援の導入方策等について記述するとある

のですけれども、これは例えば温暖化でいえば排出権取引みたいな形をみているのか、ど
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ういうものを想定しているのかというのをお聞かせいただきたいというのが１つです。 

 もう１つは、さっき国交省が出ましたけれども、この生物多様性戦略の中で冬期湛水な

り、田んぼに水をためるという施策なり、それから冬場の緑肥なりを入れるのであれば、

いろいろ成果が出てくるのではないかと思うのです。例えば今、冬期湛水ができないのは

水がないからなので、水利権の問題があるのです。それは、例えば水が流れていても使え

ないのです。維持用水として水は流れていても使えない。たまった水以外は使えない。こ

れをちょっと緩めてやって、冬場でなくて、秋とか春だけでも大きく変わるのです。とり

わけ、私は圃場整備事業のところの土を今みていますと、これを早期に土づくりをすると

きに、緑肥の役割なり、水を張って藍藻類が秋とか春にためて地力を上げるとか、そうい

う役割があると思うので、冬期湛水にこだわりませんけれども、国土交通省で水の問題、

水利権問題を農水省とのあわせで何か解決する手法はないのか、ぜひ検討していただきた

い。そうすれば、日本の農村の中でこれは普及していくと思います。 

○林座長  そうすると、この質問に対するお答えをまとめて最後にやっていただくこと

にして、あと、合瀬委員、そして、あん委員、岡本委員、どうぞ。 

○合瀬委員  済みません、短く。先ほど国際的な協力というのもお話があったのですが、

これは国内で戦略を立てると、当然海外の輸入品との競争力の差が出てくるわけです。今、

ＷＴＯなりＴＰＰなどでも議論になっていますけれども、国内でこういう戦略を立てたら、

環境問題への国際的枠組みづくりを農水省として推進していくというのをつけないと、国

内だけをやってくると国内農産物の競争力が落ちていくということになりますので、国内

でこれをやるのだったら、同時に海外での枠組みづくりについても積極的に取り組むとい

うことをぜひ書いていただきたいと思います。 

 以上です。 

○林座長  ありがとうございました。あん委員と岡本委員ですね。 

○まくどなるど委員  今後設立されるＩＰＢＥＳのことなのですけれども、ぜひそれに

農林水産省が最初から積極的に参加していくことをお願いしたいと思います。ちょっと誤

解を招きやすい発言であるかもしれないので大変恐縮ですけれども、ＩＰＣＣでみると、

第３次、第４次評価報告書のときには環境省がレビューチームに入っていたのですが、ご

存じのようにワーキンググループ１は気象庁、ワーキンググループ２の担当は環境省、ワ

ーキンググループ３が経済産業省になっていて、農林水産省のガバメントレビュー、エキ

スパートレビューはどちらかというとちょっと受け身型でわき役になっているのです。せ
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っかくこの検討会もつくったりしていて、ＩＰＢＥＳだけではなくてＩＰＣＣも第５次評

価のあれを今つくっているところなのですけれども、やはり農林水産業の声がガバメント

レビューにほかの省庁に負けないように積極的に参加していけたらと思います。そうする

と、国内の動きと、それが国際的な貢献とやりとりしていけるようになれたらと思います。 

○林座長  ありがとうございました。岡本委員。 

○岡本委員  今までいろいろ出てきた中で私なりにキーワードを考えながら聞いていま

した。例えば調査をどうするか。生き物調査の話も出ていますけれども、それを今本当に

細かく同定できる人がすごく減っているという話を聞いています。経験が要ることなので、

若い人が入りにくいというのもあるし、すぐお金にならないというか、仕分けされそうな

分野なので、なかなか後継者が育っていない。この現状の中で、同定できる人たちを育て

なければいけないですし、調査したものを保存するところも必要です。例えばその調査し

たものというのは５年後、10年後、それこそ100年後でも役に立つものなので、何かそう

いうシステムとして調査をきっちりして、それを長期的にも保存できるような場所と人が

要るのではないかと思います。 

 それから、もう１つ、地域の話です。先ほどすごく地域が広いという話が出ていました

けれども、私もそのとおりだと思います。ただし、これだけ気候の違うところなので、全

国を１つの網でかけようというのは多分無理なのです。ですから、指標にしても、干潟の

再生とかいろいろ再生の話も出ていますけれども、再生にしても、地域性を考慮しながら

やっていかないと、ぎくしゃくしてくるのではないか。 

 あと、守るということなのですが、国際協力でという話ももちろんあります。でも、幾

ら条約をつくっても守られていかなければしようがない話で、その守るシステムとしてど

うするかという問題もあります。さらに、個人個人が守るということに対しての伝え方で

す。今、温暖化の分野ではこうなるといけないから、危ないからやめましょうねという否

定的な教育というか脅しみたいな伝え方が多いです。生物多様性ではぜひ、こんなすばら

しい生き物たちをとか、こんなすばらしい風景をとか、そういう積極的な、前向きな感覚

で守れるような流れにしていけたらうれしいなと思いながら聞いていました。 

 以上です。 

○林座長  ありがとうございました。それでは、宮林委員。 

○宮林委員  時間が来ていますので短くいいます。基本的に生物多様性を考えるときに

大事なことは、石油本位制にしてしまった我々の経済学がある。これをやはりきちんと反
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省していく必要があるのではないかというのが１つと、その中で、先ほども出ていました

けれども、技術論、要するに農業技術ないしは伝承していくことが全くなくなってきてい

る。これは高校でいえば農業科がつぶされておりますし、あらゆるところがつぶされてお

りまして、農業の技術、林業の技術、漁業の技術をきちっと伝承していくところがなくな

っているということがある。 

 もう１つは、経済性の論理については、やはり石油本位制からちょっと変えたところで、

異業種連携をとっていく必要があるだろう。異業種連携することによった経済のつくり方

とコミュニティーのつくり方、それは両方あると思うので、今地域づくりというのは企業

の皆さんも参画しながら地域をつくっていくというような議論がありますので、コミュニ

ティーをつくっていくというようなところにも経済性という部分が必要ではないかと。 

 以上です。 

○林座長  ありがとうございました。ほかによろしいでしょうか。もしよろしければ、

先ほど委員の方々からいただいた質問でお答えできるところは。まず近藤課長から。 

○近藤農村振興局農村環境課長  先ほど冬期の用水確保の話が出ていましたけれども、

これについては国交省と農水省でもよく意見交換しておりまして、環境用水という形の中

での権利の取得も個別地域の事例を取り上げながら検討しています。また地域地域でそう

いう取り組みを支援するモデル事業なども今やっていますけれども、地域地域で事情が違

いますので、一括してこんな方向だというのはなかなか出しにくいことでもありますので、

また今後とも円滑な水利権の確保に向けて協議していくような形の取り組みを進めていき

たいと思っております。 

○林座長  ありがとうございました。では、山根委員。 

○山根委員  長くならないようにします。この戦略の中にできるだけいろいろなさまざ

まな生き物の名前というか種類が入ってくることによって、バラエティーがあるのだなと

いうことをやはりいう必要があると思うのですけれども、食物連鎖のピラミッドがみえる

ように、特に農水、食べ物ですから、その下の部分の微生物という言葉が１つも出てこな

いのです。実はこれも非常に失われているところで、そういうものからずっと上がってき

て成り立っているわけですから、いわゆる遺伝子資源の活用ということではなくて、田ん

ぼの中にも物すごくたくさんの微生物がいるわけですし、稲は上から空気を吸って、水の

中に空気を送り込んで微生物を支えているということもありますし、そういう微生物から

上の大きなものまでというのをちょっと入れていただきたいと思います。これは表現の問
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題です。 

○林座長  ありがとうございます。確かにコウノトリとトキだけだとシンボル主義の弊

害みたいなのがむしろ目につくので、もうちょっとたくさんの動物の名前を出したほうが

それを克服できますね。技術会議からいかがでしょう。 

○松田技術会議事務局研究総務官  今まで出ていない話で、遺伝子組み換えの話が出ま

したけれども、遺伝子組み換えは基本的にはカルタヘナ法で生物多様性に影響を与えない

ということが科学的に明らかになったものだけが使用できるということになっております。 

○林座長  それは今後ともそういう形でいくということですね。 

○松田技術会議事務局研究総務官  もちろんです。 

○林座長  ほかに。どうぞ。 

○大友地球環境対策室長  合瀬委員の国際的な推進、それから、あん委員のＩＰＢＥＳ、

頑張ってくれと。まさに合瀬委員がいっているような国際的な枠組みづくりという観点か

らＩＰＢＥＳについて我が省としても積極的に人を送り込むなりなんなりしてやっていき

たいと考えでおります。 

 それから、幾つか出ました、同定する人間がいないというのと、調査したものを保存で

きるようなものということですけれども、確かに今、農学部なり生物学部の世界で、昆虫

だとか植物の同定する人間が非常に減っていると聞いておりますが、農林省のほうで人を

育てるというのはなかなか難しいかなという気はしますけれども、ただ、調査したものを

保存するシステムについては、今、技術会議のほうで生物指標の中でシステム関係を作っ

ていまして、そこに同定した生物をどんどん入れ込んでいくというシステムを今作ってい

ると聞いております。 

 それから、微生物につきましては実は１ヵ所だけ書いていまして、土壌微生物を書いて

います。４ページの（２）なのです。やはり微生物は、土壌微生物でさえ、例えば私は耳

でかじっただけですけれども、存在する微生物の９割は培養できないという現状があって、

ＤＮＡで調べるだとか幾つかの物質を分解できる生物がどれぐらいいるかという間接的な

手法でしか微生物をはかれないという、今、技術的な限界があるということで、なかなか

書けないというのが実態かなと思っております。 

 以上です。ありがとうございました。 

○林座長  櫻井委員、では、最後に。 

○櫻井委員  今のお話ですが、例えばキノコも微生物ですので、よろしくお願いいたし
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ます。 

○林座長  はい。 

○佐々木委員  実は中央農研の開発した微生物活性値調査を３年前からやっていますと、

技術と微生物、またその上の生き物と非常に関連性が出てくるのです。ですから、書く書

かないは別にして、微生物の多様性なりというのは非常に重要だということは、それが耕

作している水田の管理と直接結びついてきます。つくり方とも関係してきますので、そう

いう認識はしておいたほうがいいのではないかと思っています。 

 以上です。 

○林座長  そうですね。確かにそれを入れると書き方も違って、例えば土は生き物であ

るといった場合、正しいのですけれども、土は生物だといったら正しくないでしょう。だ

から、そういう使い分けも含めて、農林水産業にかかわる多様性というのは非常に重要な

のだろうと思いますが、もうそろそろ終わらないといけないですね。最後によろしいです

か。では、宇根さん。 

○宇根委員  今後、検討会の予定もあるようですけれども、以前はコウノトリ、田尻、

いろいろなところから実践者を呼んで、いろいろな提言なり意見を聞きましたよね。ぜひ

１回か２回ぐらいやってほしいと思います。できれば環境支払いに１つ特化して、我々は

もっと知恵を身につけないといけないのではないでしょうか。例えば横浜市役所は住民税

増税して10アール当たり３万円の支援金をやっていますよね。あるいは、この前、コウノ

トリを呼びましたから、トキは佐渡市役所は独自にまた環境支払いを始めていますよね。

そういう事例を何例か我々も勉強したいと思いますので、よろしくお願いします。 

○林座長  そういうお話が出たところで、今後のスケジュールについて事務局からご説

明いただきます。 

○大友地球環境対策室長  資料ナンバーの２をごらんください。８月～９月ぐらいに戦

略見直し案の最終とりまとめという形にしようと思っていまして、それまでの間、４月に

中間整理ということで、今回の見直しの方向性をもっときちっと書いた形で出していきま

す。それから、６月～７月に最終案の形をおみせして、皆さんに議論していただきたいと

思っております。最後に８月～９月に最終とりまとめということになっておりまして、今、

宇根委員のおっしゃった件については実は検討していなかったのですけれども、持ち帰り、

また検討させてください。 

 以上です。 
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○林座長  ありがとうございました。それでは、最後に小栗技術総括審議官からごあい

さつをいただきます。 

○小栗技術総括審議官  本日は長時間にわたりご議論いただきましてありがとうござい

ました。きょう皆様方からいただきましたご意見をこちらでいろいろ検討させていただい

て、またどういった形で文章に反映させていけるか、次回までに検討を進めていきたいと

思っております。 

 幾つか切り口があるわけでございまして、１つは今までなかった部分、これをつけ加え

てという部分はそれぞれで検討していくということだと思いますけれども、一方で、めり

張りをつけろ、いわゆる戦略的にどこに重点を置くかということで、きょうも環境支払い

的な部分の議論が多くあったわけでありますけれども、これについては全体としてどこま

で戦略に書き込んでいけるか、これまた前回、今の戦略をつくるときもいろいろな議論が

あったわけでございますし、また一方で、その当時と比べると議題も大分変わっていると

いうことで、現にことしから、農にしても林についても水についても、それぞれそれなり

に支払い制度というのが動き出すわけでございますので、ことしからやることをそのまま

書くだけでは余り意味がないわけでありますので、それを踏まえてその先を見据えた上で、

どのような表現ができるかといったことをまたご相談させていただければと思っていると

ころでございます。 

 また、それぞれ個別の話でございました、例えば指標についても、せっかくここまで来

たので紹介してもらいたいとか、この前、大崎でご説明を受けて私もなかなかいいやり方

だなと思ったような微生物の評価の手法、そういった事例とか、皆様方に共通して知って

おいてもらいたいようなことにつきましては、またご紹介できればいいなとも思っている

ところでございます。 

 いずれにいたしましても、本日いただきましたご意見を踏まえまして、事務方で一所懸

命また次の案をつくっていきたいと思っておりますので、引き続きご協力のほどよろしく

お願い申し上げます。 

○大友地球環境対策室長  最後に事務局から連絡がございます。先ほどご案内いたしま

したとおり、次回の会合は４月、多分中下旬になると思いますが、皆様のご都合をみた上

でまた決めさせていただきたいと思います。近日中にご連絡いたしますので、よろしくお

願いします。 

 本日はありがとうございました。 
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